
第２回 佐賀市社会教育委員の会議 

次 第 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

(1) 佐賀市社会教育助成事業補助金について【資料１】 

 

(2) 教育長及び教育委員との意見交換会について【資料２】 

 

(3) その他 

 

 

３ 閉会 

 

 

 

 

日時：令和４年１０月２５日（火） 

１０時００分～１２時００分 

場所：青少年センター 大会議室 

 

 

 

佐賀市教育委員会 

 



○審議会等への諮問

○令和５年度に補助金の交付を予定している社会教育関係団体一覧

　団体名 積算の考え方と積算基準
令和４年度会員数、

事業規模等（申請時）
令和４年度積算基準に基づく

算定額（申請時）

令和４年度補助金
概算支出額
4,310,000円

６校区（新栄、南川副、北川
副、東与賀、日新、嘉瀬）

700,000円

（所要額1,119,625円） （予算額700,000円）

51単P
13,650世帯

353,000円

（所要額9,010,000円） （予算額291,000円）

35園
3,853世帯

39,265円

（所要額2,523,720円） （予算額36,000円）

主催事業 272,808円

（所要額909,360円） （予算額186,000円）

26構成組織 1,690,000円

（所要額2,089,593円） （予算額1,614,000円）

23校区 1,265,000円

（所要額2,787,200円） （予算額1,265,000円）

事業（鑑賞及び例会） 966,900円

（所要額3,223,000円） （予算額129,000円）

主催事業 104,000円

（所要額130,000円） （予算額89,000円）

*令和５年度についても上記の８団体に補助金を交付することとしたい。

89,000円

※社会教育法第１３条
　『国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等で政令で定められるものの、
地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。』

　補助金の交付によって、社会教育関係団体に対する不当な統制的支配や、事業の干渉等があってはならないとされ、社会教育法第１３条においては、補助金の配分と使途に
慎重を期すために、地方公共団体においては、社会教育委員の会議の議論を経なければならないことになっている。

36,000円

186,000円

1,614,000円

1,265,000円

129,000円

5 佐賀市青少年健全育成連合会
構成組織数に対する補助
65,000円×構成組織数

8 佐賀市スカウト運動推進連絡会議
事業に対する補助
主催事業の総費用合計の８割以内
ただし、補助上限額を設定

6 佐賀市子ども会連絡協議会
構成組織数に対する補助
55,000円×構成組織数

7 佐賀子ども劇場
事業（鑑賞及び例会）に対する補助
主催事業（鑑賞及び例会）の総費用合計の３割以内
ただし、補助上限額を設定

3
佐賀市私立幼稚園・認定こども園
ＰＴＡ連合会

基礎額+会員数に対する補助
基礎額20,000円 ＋ ５円 × 会員数（H27：約4000世帯）

4 佐野常民顕彰会
事業に対する補助
主催事業の総費用合計の３割以内
ただし、補助上限額を設定

社会教育助成事業補助金について

2 佐賀市ＰＴＡ協議会
基礎額+会員数に対する補助
基礎額80,000円 ＋ 20円 × 会員数（H27：約14,000世帯）

1 佐賀市地域婦人連絡協議会

運営費に対する定額補助
・運営費に係る補助として700,000円
・今後、補助を継続するに当たっては、組織の再編や活動の見直
しを求めていく。

700,000円

291,000円

資料１ 令和４年１０月２５日

第２回社会教育委員の会議
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教育長及び教育委員との意見交換会について 

 

 

教育委員会の構成＝教育長１名と教育委員５名 

氏 名 任  期 

中村祐二郎教育長 令和２年１１月５日～令和５年１１月４日 

堤和義委員（職務代理者） 令和３年１１月５日～令和７年１１月４日 

小川鮎子委員 令和元年１１月５日～令和５年１１月４日 

撫尾知信委員 令和２年１１月５日～令和６年１１月４日 

鳥飼亜由美委員 令和２年１１月５日～令和６年１１月４日 

※長﨑美聡委員 令和４年１１月５日～令和８年１１月４日 

※現在は吉村純子委員が１１月４日までの任期で在職中です。なお、意見交換会には長﨑委

員が出席される予定です。 

 

 

意見交換会の目的 

・教育長及び教育委員と意見交換を行い、社会教育分野での情報共有及び相互理解を深め、今

後の教育行政に反映させることを目的として実施する。 

・本市では平成３０年度から隔年で開催している。（前回：令和２年度） 

・今回の意見交換会において、何かしらの答え又は方向性を導き出そうとするものではない。 

〔参考〕 

佐賀県社会教育委員連絡協議会の活動方針に教育委員との意見交換会の開催が掲げられている。  

 

 

意見交換会の議題 

案）〇ウィズコロナ・ポストコロナ時代の社会教育について 

例えば「各団体の活動状況」や「あえて変えない、 

対面で活動することの重要性」など 

 

 

 

〇社会教育におけるデジタル化の推進について 

例えば「各分野での取組、活用方法、課題」や 

「市民、保護者目線での意見」など 

 

  

資料２ 令和４年１０月２５日 

第２回 社会教育委員の会議 

 

☆コロナ禍３年目の活動状況 

☆活動を続けるための工夫 

☆対面活動でしか得られない

こと 

☆コロナ禍でデジタルツー

ルの活用が急速に浸透 

☆「新たな日常」としての現

下の状況はもちろん、その

先の未来においてもデジ

タル化促進の重要性は増

していくと想定される 
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【参考】令和２年度に開催した意見交換会の議題 

〇新型コロナウイルスと学校教育と社会教育の対応について 

・新型コロナウイルスと公民館 

・新型コロナウイルスと青少年センター 

・新型コロナウイルスと学校と家庭教育 

〇学校教育と社会教育の連携のあり方について 

 

 

スケジュール 

(1) 意見交換会の議題の決定（本日：第２回社会教育委員の会議） 

(2) 教育長及び教育委員へ意見交換会の概要説明 

(3) 社会教育委員からの意見集約（１１月中） 

事前に意見を提出していただき、どの議題で発言していただくか割振りを行う。 

(4) 教育長及び教育委員へ社会教育委員の集約意見を事前に配布 

(5) 集約した意見に基づき意見交換を実施 

 

【参考】令和２年度意見交換会次第（９０分） 

① 教育部長挨拶（５分） 

② 自己紹介（１０分） 

③ 意見交換（７５分） 

 

 

意見交換の方法 

意見交換では、議題に対し社会教育委員の意見を中心に次の手順で実施 

①社会教育委員からの意見 

②教育長・教育委員からの意見 

③まとめ（社会教育委員長） 

 

 

開催日時 

令和５年１月２４日（火）午後 〔９０分間予定〕 

 

１項目ずつ①②を繰り返す 
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１ 教育委員会制度について 

１ 教育委員会とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   など 

 

 

 

 

※条例により、スポーツに関する業務、公民館に関する業務、文化に関する業務及び文化

財に関する業務については市長部局で執行 

教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学

校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する

事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれ

を執行する。（地方自治法第 180 条の 8） 

教育長 

委 

員 
委 

員 

委 

員 

委 

員 

教
育
長 

委 
員 

教育委員会（狭義） 

・教育に関する一般方針の決定 

・教育委員会規則の制定・改廃、 

その他重要な事項の決定 

議会の同意を得て 

教育長及び委員を任命 
・委員任期４年、教育長任期３年 

・委員のうち、1 名は教育長職務代理者 

学 

校 

市
の
職
員
を
従
事
さ
せ
る
。 

・事務局の事務を統括 

・具体的な事務の執行 

・職員の指揮監督 

教育委員会事務局 

図
書
館

＜教育機関＞

教育委員会（広義） 

指導主事、 

社会教育指導主事、 

事務吏員、技術職員 

教育部 

市 長 
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（１）概要 

教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関。 

※本来「教育委員会」とはこの行政委員会のこと。 

（２）意義 

 ・政治的中立性の確保 ・継続性、安定性の確保 ・地域住民の意向の反映 

（３）特性 

  ・首長からの独立性 ・合議制 ・住民による意思決定（レイマンコントロール） 

（４）教育委員会の会議 

・月に１回、原則として第４火曜日に定例会を開催。その他必要に応じ臨時会を開催。 

・会議は原則公開 

 ⇒方針決定、規則の制定・改廃、その他重要な事項は必ずこの会議にはからなければな

らない。この点をふまえて事業のタイムスケジュールを考える必要がある。 

 

 

 ■佐賀市教育委員                     Ｒ４．４．１現在 

 

  

 

 

中村教育長 

 

 

 

堤教育長職務代理者 

（専門学校職員） 

 

 

小川委員 

（元短大教授） 

   

 

 

吉村委員 

（保護者） 

 

 

撫
うつ

尾
お

委員 

（大学名誉教授） 

 

 

鳥飼委員 

（弁護士） 

 

 

 

 

 


